
 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ 経験者向け ◆ 申告業務経験があり、変更点等の注意事項を重点的に確認されたい方 

 地 区 開 催 日 時  間 開   催   会   場 

① 
鳥 取 

 ２月 1６日（月） 

１3:30〜15:30 

ポリテクセンター鳥取 ２階 研修室 

②  ３月  ３日（火） とりぎん文化会館 第 4会議室 

③ 
米 子 

 ２月 1７日（火） ポリテクセンター米子 １階 大教室 

④  ３月  ５日（木） 米子コンベンションセンター 第 3会議室 

⑤ 倉 吉  ３月  ４日（水） エースパック未来中心 セミナールーム 1 

◆ 初心者向け ◆ 初めて申告業務を担当される方や基礎的な事項からの説明を希望される方 

 地 区 開 催 日 時  間 開  催  会  場 

⑥ 鳥 取  ２月 13日（金） 

13:30〜1６:０0 

ポリテクセンター米子 １階 大教室 

⑦ 倉 吉  ２月 19日(木) エースパック未来中心 セミナールーム 6 

⑧ 米 子  ２月 20日(金) ポリテクセンター米子 １階 大教室 

◆ 報 奨 金 ◆ 常用雇用労働者数 100名以下の事業所で報奨金を申請される方 

 地 区 開 催 日 時  間 開   催   会   場 

⑨ 米 子  2月２６日(木) 
13:30〜15:10 

ポリテクセンター米子 １階 研修室 

⑩ 鳥 取  3月１０日(火) ポリテクセンター鳥取 ２階 研修室 

令和８年度（対象期間：令和７年４月１日～令和 8 年 3 月 31 日）の障害者雇用納付金の申告・納付時期は令

和８年４月１日(水)から５月１5 日(金)までです。また、納付金申告義務のない事業主様の報奨金の申請期間は

令和８年４月１日(水)から 7 月 3１日(金)までです。 

制度の概要、申告申請書の作成提出方法と令和７年度からの改正及び変更点について事務説明会を行います。 

１．除外率の一律１０ポイント引下げ 

２．特例給付金（経過措置）の廃止 

３．地方銀行協会に加盟する地方銀行の本支店窓口での納付書による納付の取り扱い中止 

 

 

申込期限 各開催日の一週間前 

 

申込方法 ・スマートフォンでお申し込みの場合は  

・パソコンでお申し込みの場合は 

鳥取支部ホームページ（ｈｔｔｐｓ：//www.jeed.go.jp/location/shibu/tottori）の【障害者 

雇用納付金制度事務説明会のご案内】の中の「申込方法」よりインターネットお申し込み 

・FAXでお申し込みの場合は 

ホームページ掲載の説明会申込用紙（Excel様式）に必要事項をご入力・印刷後、お申し込み 

事前申込制 

参加無料 さ

制 

令和８年度 

障害者雇用納付金制度事務説明会 

※受付は、いずれの会場も開始時刻の 20 分前からです。 

※当日、令和８年度の記入説明書及び納付通知書をお渡しします。（ご欠席の納付金申告義務のある事業主様に

は、後日送付いたします。） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部 高齢・障害者業務課 

ＴＥＬ 0857-52-8803 / ＦＡＸ 0857-52-8785 

E-mail tottori-kosyo@jeed.go.jp 
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QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です 


